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鴻巣市長 原口 和久 様 

 

本年３月２７日に提示のあった「鴻巣市使用料等の適正化に関する基本方針

（素案）」について検討を重ねてきましたが、このたび本審議会において、そ

の意見を基本方針の中にとりまとめましたので報告いたします。       

なお、各使用料・手数料の料金改定に当たっては、原価算定などを基本とし

て、人口減少問題など本市を取り巻く諸般の状況を踏まえつつ、市民生活への

影響や施設の利用状況などについても十分に配慮するよう要望いたします。 

また、併せて、使用料に係る各公共施設について、利用者の利便性向上や効

率性・経済性への取組を、これまで以上に推進することが不可欠であると考え

ます。 
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副会長 根岸 遼 
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委 員 秋池 理子 
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審議の経過 

 

第１回 平成３１年３月２７日（水）１４時００分 

    （１）委嘱式及び諮問 

（２）基本方針（案）の説明 

 

第２回 平成３１年４月２３日（火）１４時００分 

    （１）例示施設及びサービスにおける使用料等の試算 

    （２）試算を踏まえた基本方針（案）の検討 

 

第３回 令和元年５月２７日（月）１０時００分 

（１）基本方針（案）における算定式を基に計算した各施設や 

行政サービスの料金について例示 

（２）パブリックコメントの結果を踏まえた基本方針（案）の検証 

 

第４回 令和元年６月２５日（火）１４時００分 

（１）改定後の料金について 

（２）他市との比較について 

（３）答申（案）について 
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１ 

 

１ 策定の趣旨  

 

 市が提供する公共サービスのコストは、基本的に、大部分が市民の税金で賄

われています。ただし、特定の方が公共サービスを受ける場合は、「使用料・

手数料」という形で、負担していただいております。これは、公共施設等を利

用する人としない人との公平性を担保するためです。 

 

 使用料とは、公共施設の利用や行政財産の目的外使用の対価として徴収され

る料金で、公共施設の利用としては、公民館、体育施設等があります。また、

手数料は特定の方に提供される役務の対価として徴収される料金で、住民票の

写しや各種証明書の交付等があります。 

 本市におけるこの使用料・手数料の料金については、その料金設定に関し、

これまで統一的な基準がなく、改定時期や金額の見直しは施設やサービスごと

に様々な異なる判断材料により実施されてきました。 

 

このため、例えば、公共施設の使用料では、施設の維持管理費等のコストが

極めて高くなっているにもかかわらず現行の料金が低いため、その原価との乖

離が生じているのが現状です。なお、その不足分については、結果的に税金等

によって賄うという不平等な状況になっています。 

 

 そこで、今後は本市の人口減少や少子高齢化の進行に伴う厳しい財政状況が

予測される中で、使用料・手数料について、本来の受益者負担の原則に基づい

た適正な料金に見直すため、新たに「鴻巣市使用料等の適正化に関する基本方

針」を策定しました。本方針では、市民の理解と協力を得るために、行政コス

トを明確化し、透明性を高めた料金設定としています。また、定期的な見直し

を行い、持続可能な公共サービスの提供を目指していきます。 

 

 

地方自治法抜粋 

（使用料） 

第二百二十五条 普通地方公共団体は、第二百三十八条の四第七項の規定による許可を受けて

する行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができる。 

（手数料） 

第二百二十七条 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにする

ものにつき、手数料を徴収することができる。 

  



２ 

 

２ 適正化の対象となる使用料・手数料    

 

適正化の対象となる使用料については、原則として、各施設の設置条例にお

いて定められている公共施設の使用料とし、手数料については、鴻巣市手数料

徴収条例に掲げる手数料等とします。また、これまで使用料を徴収していなか

った施設や手数料を徴収していなかったサービス等についても、受益者負担の

原則に鑑み、本方針に基づいて徴収の可否を検討します。 

今回、適正化の対象となる使用料については約 550 件、手数料は約 150

件で、全体では 700 件程度を見込んでいます。 

  

なお、次に掲げる理由により、本方針に基づく適正化が困難であるものについ

ては、対象外とします。 

 

① 法令等により、金額又は算定方法が定められているもの及び 

国や県の基準又はこれを基に料金を定めているもの 

 

【例】戸籍謄本・抄本等の交付（地方公共団体の手数料の標準に関する政令) 

  市営住宅の家賃（公営住宅法） 

  障害者支援施設の利用料金（障害者総合支援法） 

    

 

② 条例等により、他の審議会の所掌事務とされているもの 

 

【例】水道料金、下水道使用料（鴻巣市上下水道事業運営審議会） 

 

 

③ 政策的判断により、料金を定めているもの 

 

【例】コミュニティバス乗車賃、一般廃棄物処理手数料、 

がん検診負担金、人間ドック等負担金、予防接種負担金等 

 

 

④ その他、本方針に掲げる算定方法によることが、施設又はサービスの性質

上そぐわないもの 

  



３ 

 

３ 適正化に向けた基本的な考え方   

 

  本市における使用料・手数料（以下「使用料等」という。）の適正化を図

るため、対象となる全ての使用料等について、今後は統一的に次のような基

本的な考え方に基づき、適時適切に手続を進めていきます。 

 

（１）原価計算方式による料金算定の明確化 

 

受益者に応分の負担を求めるためには、使用料等の積算根拠を明らかに

し、市民に分かりやすく説明できるようにする必要があります。このため、

料金算定に当たっては原価計算方式を適用します。 

 

（２）行政と受益者との負担割合の明確化 

 

市が提供するサービスには、図書館や児童センター等、市民の日常生活に

必要で市場原理によっては提供されにくいサービスがある一方で、各施設の

会議室や、駐輪場、一部スポーツ施設等、民間においても提供可能なサービ

スが存在します。市が提供しているサービスを性質別に分類し、その区分ご

とに「公費（市）負担」と「受益者（利用者）負担」の割合を設定します。 

 

（３）使用料等の基本算定式 

 

  （１）、（２）の考え方に基づき、使用料等の算定に当たっては、次のよう

な計算式で行います。 

 

 

 

 

（４）使用料等の料金設定 

 

使用料等の料金については、上記の基本算定式をベースに、国や県等の方

針をはじめ、近隣市の状況や市民生活への影響、施設の利用状況等を踏まえ

て設定します。また、必要に応じて免除・減額措置を講じます。 

さらに、市民ニーズ、施設の維持管理費等の変化、行政サービスの内容、

公共施設の在り方等を勘案しながら、今後も定期的に見直しを実施していき

ます。 

  

使用料・手数料＝原価×受益者負担割合 



４ 

 

４ 使用料の算定 

 

（１） 基本算定式 

 

 

 

（２） 原価の計算方法 

 

使用料の原価の計算方法は、行政コスト（人件費と物件費）を算出した上で、

各公共施設の利用形態によって次の 3 つの計算式に分けられます。 

 

① 利用者が一定の時間内で、施設の一部を占用する場合（会議室等） 

 

行政コストを、総面積※1、年間利用可能時間で除し、１㎡・１時間当たりのコ

ストを計算した上で、貸出面積、貸出時間を乗じることで原価を算出します。 

 

※1 総面積…施設における貸出可能面積の合計。 

 

 

 

    

 

② 利用者が年間を通じて、施設の一部を占用する場合（市民農園等） 

 

行政コストを、総区画数で除し、1 区画あたりの原価を算出します。 

 

     

 

③ 不特定多数の利用者が一定の時間内で、施設を同時に利用する場合（パー

クゴルフ場等） 

 

行政コストを、利用可能人数で除し、1 人あたりの原価を算出します。 

 

  

原価＝（人件費＋物件費）÷総面積÷年間利用可能時間 

×貸出面積×貸出時間 

原価＝（人件費＋物件費）÷総区画数 

原価＝（人件費＋物件費）÷利用可能人数 

使用料 ＝ 原価 × 受益者負担割合 



５ 

 

（３） 人件費の積算 

 

人件費は、本市における全ての正規職員、再任用職員、任期付職員、臨時職員

給与（給料、手当）の直近 3 年間のそれぞれの平均額に、人工※2を乗じた数値

で計算します。 

 

※2 人工…職員の業務量の単位。1 人の職員が 1 年間に働く業務量を「1 人工」とする。 

   当該業務に係る 1 年間の対応時間を、年間の労働時間で割るなどして、人工を算出する。

正職員の労働時間については、1,860 時間（年間 240 日×7.75 時間）とする。 

 

 

（４） 物件費の積算 

 

 当該施設の管理運営に係る経費である需用費（光熱水費、燃料費、修繕料等）、

委託料（施設設備管理、保守点検、指定管理料等）、使用料及び賃借料（事務機

器借上料、清掃用具借上料等）、減価償却費※3、備品購入費等の合計額から、国

や県の補助金等の特定財源を差し引いた額の、直近３年間の平均額を用いて計

算します。 

 

※3 減価償却費…長期間にわたって使用される施設やそれに付帯する設備の取得に要した経   

費を、その資産が使用できる期間にわたって分配した金額。 

 

 

原価の計算方法(例)　※利用者が一定の時間内で、施設の一部を占用する場合(会議室)

【田間宮生涯学習センター　生涯学習室A】

原価 （人件費+物件費） 総面積 利用可能時間

664円 12,459,435円+24,153,000円 1062.87㎡ 3,675時間

貸出面積 貸出時間

70.87㎡ 1時間

※人件費における人工については、正規職員0.5人工、再任用職員0.5人工、臨時職員
0.9人工で計算。

＝ ÷ ÷

× ×

  



６ 

 

（５） 受益者負担割合 

 

使用料における受益者負担割合は、施設におけるサービスの性質に応じて、

次の 4 つの分類により判断します。 

 

①性質別分類 

分  類（受益者負担割合） サービスの性質 

Ⅰ 必需的・公共的（0％） 
市民生活に欠かせないものであり、公共性が高く、本来行政が提供すべきサービ

ス。 

Ⅱ 必需的・民間的（50％） 
市民生活に欠かせないもので、主に行政が提供しているが、民間でも提供するサ

ービス。 

Ⅲ 選択的・公共的（50％） 
市民生活を快適にするものであるが、個人によって必要性は異なるサービス。ま

た、公共性が高く、民間ではあまり実施していないサービス。 

Ⅳ 選択的・民間的（100％） 
市民生活を快適にするものであるが、個人によって必要性は異なるサービス。ま

た、民間でも提供しているサービス。 

 

 

②施設の性質別分類による負担割合 

（例示施設については、見直し対象となる施設です。） 

受益者負担 50% 受益者負担 0%
公費負担 50% 公費負担 100%

受益者負担 100% 受益者負担 50%
公費負担 0% 公費負担 50%

Ⅲ　選択的・公共的

公民館等(会議室)、文化セン

ター、市民センター、創作館、

稲穂センター、陸上競技場、体

育館(アリーナ)等

Ⅰ　必需的・公共的

児童センター、図書館等

Ⅱ　必需的・民間的Ⅳ　選択的・民間的

必需的選択的

　　公共的

　　民間的

放課後児童クラブ

コミュニティセンター、高齢者

福祉センター、映画館、サッ

カー場、テニスコート、トレー

ニング室、パークゴルフ場等
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５ 手数料の算定 

 

（１）基本算定式 

 

 

 

（２）原価の計算方法 

 

手数料の原価の計算方法については、１分当たりの人件費に標準処理時間を

乗じた額と、物件費を年間処理件数で除した額を合算して、１件当たりの原価を

算出します。 

 

 

 

 

（３）人件費の積算  

 

人件費は、本市における全ての正規職員、再任用職員、任期付職員、臨時職員

給与（給料、手当）の直近 3 年間のそれぞれの平均額を用いて計算します。 

 

（４）物件費の積算 

 

 当該事務に係る経費である需用費（印刷製本費、修繕料、用紙代等）、委託料

（電算システム等保守点検委託料等）、使用料及び賃借料（電算システム使用料、

事務機器等借上料等）等の合計額から、国や県の補助金等の特定財源を差し引い

た額の、直近３年間の平均額を用いて計算します。 

   

（５）受益者負担割合 

 

手数料は、特定の方の便益のために発生する役務の対価であることから、受益

者負担割合は 100％とします。 

 

 

  

原価＝1 分当たりの人件費×標準処理時間（分）＋（物件費÷年間処理件数） 

手数料 ＝ 原価 × 受益者負担割合 



８ 

 

６ 改定上限額の設定 

  

 使用料等の算定により、改定料金が現行の料金を大幅に上回る場合は、利用

者の負担が急激に増加して、市民生活に影響を及ぼすことになります。こうし

た事態を回避するため、本方針では、料金の改定上限額を現行料金の１．５倍

とします。 

 

 

７ 近隣市の料金との比較   

 

使用料の料金設定において、本市が近隣市と比較して著しく高い又は低い

場合には、各自治体間で市民の利用における水準格差が生じることとなりま

す。このため、料金設定に当たっては、大幅な差異が生じないよう十分に配

慮します。 

また、手数料については、住民票の交付等行政手続きの一環としてどの自

治体でも行われているため、使用料と同様に各自治体間での大幅な差異が生

じないよう配慮します。 

 

 

８ 使用料の割増に関する基準 

 

基本的な方針として、次のような使用料の割増に関する基準を設けます。  

 

（１）市民以外の利用 

市内在住者でないものが利用する場合の使用料は 2 倍の額を上限とし

ます。 

ただし、市内在勤者・在学者については、条例に明文化した上で、市

内在住者と同様の料金扱いができるものとします。 

  

（２）営利目的（商業・宣伝行為）での利用 

① 入場料を徴収しない場合は、3 倍の額を上限とします。 

② 入場料を徴収する場合は、使用料に加える額を、入場料の最高額の100

倍を上限とします。 

 

（３）その他 

相当の理由により割増することが必要であるときは、施設ごとに別途定

めます。  



９ 

 

９ 免除・減額基準  

 

（１）使用料の基準 

 

本方針では、公共・公益上の必要性、青少年健全育成、障がい者の社会参加

の促進等の観点から、相当の理由が認められる場合に限って、免除・減額を実

施することとします。このため、下記のような統一的な基準を設けて各施設に

おいて、それを条例等に明文化した上で実施していきます。 

 

① 免除について 

 

ア 市又は市のその他の行政機関が主催して事業を推進するために使用する

とき。 

 

イ 市又は市のその他の行政機関が、国、県及びその関係団体等と共催して 

事業を推進するために使用するとき。 

 

ウ その他市長が特別の理由があると認めた場合。 

 

 

 

② 減額について 

 

ア 中学生以下を主たる対象として、スポーツ施設及び公民館等を使用する 

とき。 

 

イ 障がい者（児）及びその介護者又は団体が、自立及び社会参加の支援等  

のために使用するとき。 

 

ウ 市又は市のその他の行政機関が、共催して事業を推進するために使用す 

るとき。 

 

エ その他市長が特別の理由があると認めた場合。 
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（２） 手数料の基準 

 

手数料の免除・減額の基準については、現行の「鴻巣市手数料徴収条例」

第４条を基本として、引き続き実施していきます。 

 

① 法令の規定に基づき、無料で取り扱いをするもの。 

 

② 官公庁から事務上の必要により請求があったもの。 

 

③ その他、市長が特に必要と認めたもの。 

 

ただし、建築確認申請に係る事項については「鴻巣市建築確認申請等手数

料徴収条例」に基づき、別途免除・減額基準を定めます。 

 

 

1０ 定期的な見直し 

 

使用料等の料金については、市民ニーズ、施設の維持管理費等の変化、行政

サービス内容、公共施設の在り方等を勘案しながら、原則として５年ごとに見

直しを実施します。 

なお、施設改修等により提供面積に大幅な変更が生じた場合は、変更時に使

用料の見直しを実施します。 

 

 

1１ 指定管理者制度導入施設 

 

本市においては、現在、約 80 施設で指定管理者制度を導入した管理運営

が行われています。 

それらの施設においては、効果的な管理及び住民サービスの向上を図るた

め、使用料を利用料金として指定管理者の収益とする利用料金制度を導入し

ています。 

本方針においては、この利用料金についても、見直しを実施します。 

また、指定管理者制度導入施設における免除・減額基準については、指定

管理者と協議の上、本方針の統一的な基準の範囲内で別途設定するものとし

ます。 
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1２ 料金改定に伴う目指すべき取組 

 

（１）原価の低減 

 

本方針では、人件費、物件費を基に原価計算方式による使用料等の算定を

行うこととしています。 

このため、原価の基本となる人件費や物件費をさらに削減することにが、

徴収すべき使用料等の低減に繋がることになります。従って、料金改定を行

う一方で、業務改善を通して、原価の削減に継続的に取り組むことが不可欠

です。 

   

【改善策（例）】 

 ・民間委託の拡充により、経費の節減に努める。 

 ・委託業務の内容等の見直しを行い、経費の節減に努める。 

 

 

 

（２）サービス拡充と稼働率の向上 

 

使用料等の料金改定により値上げとなる場合には、利用者に対して支出の

負担増を求めることになります。従って、これまで以上に利用者に対する施

設の利用サービスの拡充を図ることが必要です。 

こうしたことが、市民の利便性と施設の稼働率の向上に繋がることによ

り、新たな事業の実施と良好なサービスの提供という好循環が生まれていく

ものと考えます。 

 

【改善策（例）】 

 ・各施設の衛生管理や備品の整備に努める。 

 ・施設を貸し出す際の利用者の申込方法を簡易・迅速にする等、運用方法

を見直す。 

・民間委託の拡充により、民間のノウハウを活用したサービスの向上を図

る。 
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13 その他 

 

（１）附帯設備の利用料金について 

 

文化センターにおける演台やピアノや、生涯学習施設における陶芸窯のよ

うに、施設の利用とは別に、個別の利用者の意向によって使用が可能なもの

で、新たに経費が発生するものについては、別途、料金を定めます。 

 

 

（２）料金の単位について   

 

  使用料等の料金については、原則として端数は切り捨て、次の単位となる

よう処理します。 

 

料 金 区 分 単 位 

100 円未満 10 円 

100 円以上 1,000 円未満 50 円 

1,000 円以上 100 円 

 

 

 

 

 

 

 

（付記事項） 

 

（１） 本方針は、社会経済状況の変化や市民ニーズなどを踏まえ、適宜、必

要に応じて見直しを実施していきます。 

 

（２） 本方針に基づき、見直しのための具体的な事務手続きを円滑に進めて

いくため「使用料等適正化に伴う見直しマニュアル（仮称）」を別途、

定めます。 
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